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 【長島】学校における「食育」は、
各法に位置付けられた中で、特に
学習指導要領の総則に「食育の推
進」が明記され、全国全ての学校
において「食育推進の充実」が図
られてきました。
　さらに、この度の学習指導要領

の改訂では、教科等の中で育成すべき資質・能力が3つ
の柱に基づいて示されました。これを受けて文部科学省
（以下文科省）から、本年3月「食に関する指導の手引（第
二次改訂版）」(以下「手引」)が発行されました。

　本日は、この新しい「手引」
の発行を踏まえて、学校にお
ける「食育」の充実を図るた
めに、学校現場でどのように
活用・展開していくか、文科
省からは、「手引」に込めら
れた願い、「食育」の必要性、
評価および改善など、「食育
推進」を図るための、本書の
活用方法等についてお伺いし
ます。

　また、現場の皆さまからは本書を活用しながら、それぞ
れ「食の指導」をどのように実践し、推進しておられるか、
お伺いします。

　では、子供たちの食生活の実態把握、全体計画の作成
の手順や内容など、校長のリーダーシップの下、栄養教諭
が中核となる1番大事な過程ですが、細木校長先生、こ
のあたりからいかがでしょうか。

 【細木】学校現場の管理職として、｢食育｣を推進してい

くことは当然ですが、学校現場には多種多様な問題が山
積しています。働き方改革などもあり、新たなことは先生
方にとって負担に感じておられるところがあります。従っ
てできるだけ既存のものや、これまでの取組を数値化し
ながら、実態把握をすればいいと思っています。全国の学
力調査、体力テストの結果にも生活習慣、朝食摂取の項
目や数値データがあります。当校ではパワーアップウィー
クの数値、日常の給食の配膳や食べ方の様子などから、
実態把握をしています。
 【長島】高橋先生、現在の教育委員会や今まで学校現場に
おられたお立場で、いかがですか。

 【高橋】長野県では平成16年から3年に1度、食に関す
る実態調査を実施しています。悉皆調査として小学 5年
生・中学2年生の計 4万人弱のデータから県全体の課題
を洗い出し「目指す子供の姿」を設定します。
　小学校 5年生からの経年変化では、3年間に朝食摂取
率が数パーセント減少するという結果が続いており、長
野県では「中学1年時の朝食指導」を課題の1つにして
います。
　また、文科省の学力学習状況調査からも朝食摂取状況
を把握できます。栄養教諭部会と連携し、結果から見える
課題に沿った「食に関する指導」の実践事例等を周知し
ています。

 【萬】「食に関する指導」の実態把握については、学校保
健委員会の調査結果や協議内容を活用して、今年度の
テーマ「排便習慣の定着」を基に、朝食摂取や生活リズム
を「食」とからめながら、実施しています。
　また、鳥取県学校栄養士協議会では3年に１度、全県
を対象に悉皆調査を行っています。この調査は、鳥取県の
食育推進計画の指標の１つでもあり、県全体、近隣地域、
町内、学校別の数値比較ができ、地域や学校の特性がわ
かりやすいので活用しています。

・悉
しっかい

皆調査で重点課題把握、「目指す子供の姿」を目
標に取り組む

「食に関する指導の手引 (第二次改訂版 )」を
活用した、学校現場における「食の指導」
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平成31年3月発行　文部科学省

「手引」を基に児童の実態把握と全体計画の作成

・既存の組織やこれまでの取組を活用して把握する

・既存の学校保健委員会の調査結果を活用
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 【長島】生きた全体計画にするために、校内の組織的な取
組も含めて、事例など細木校長先生お願いします。

 【細木】学校の先生方が実際に｢ 食育 ｣をするにあたって、
「 目指す子供たちの具体的な姿 」を言葉や指標で明確に
示すことがとても重要です。組織的に全体計画を進める
には、子供たちの実態を十分に把握し、分析することに
よって成果や課題が見えますから、全職員が具体的な「目
指す子供の姿」を目標にして、これに向かって一体となっ
て取り組むことができます。これを基に立てた計画に合
わせての実施が大切です。
 【長島】高橋先生、全体計画作成にあたって、校内の先生
方との連携事例があればお願いします。

 【高橋】「食に関する指導」は栄養
教諭だけで実施するものではな
く、学校全体で取り組むものです。

組織的に推進するには、全体計画の見直しを実施する3
学期に次年度の計画を考えることが重要です。ＰＤＣＡ
の評価Ｃの部分だけでなく、評価に続く新たな課題検討
Ａが 2 月頃にできれば、次年度の年間計画Ｐにつなげる
ことができます。また、新年度に家庭配布する各校の年間
計画表に「参観日の食育授業」「給食センターの見学」等
を記載することができ、実施内容を家庭へ周知すること
ができます。
　学校数の多い市では、教育委員会と連携し「食に関す
る指導の全体計画」を集約することで、各校の年間指導
内容を把握することができます。新学習指導要領に計画
の必要性が明記されたことで、更に有効に活用すること
ができると期待しています。

 【萬】今回の「手引」作成協力者会議委員をさせて頂いて
いたので、新年度開始に合わせて全体計画①の見直しを
行いました。新しい全体計画①では、「栄養教諭が行う指
導」という欄を作って、直接指導する内容を明確にし、学
級担任等が主として実施する他の指導との違いが分かる
ようにしました。「誰が主体か」が共有されると、組織と
して動きやすくなります。
　当校では、今年度初めて「食の全体計画」として記載さ
れました。また、他の計画と類似した様式になったことか
ら、教職員の理解を得やすくなりました。
　私は給食センターを兼務しているので、所属校を含め

担当校が7校あり、今回「 手引」の配布に合わせて、給食
主任を対象に、文科省サイトに掲載の新しい「 手引」の概
略版※ 1 を活用して改訂のポイントを説明しました。

 【長島】教科の中で「食に関する指導」を行う時に、栄養
教諭の思いだけではなく、カリキュラム・マネジメントの
構築が必要ですが、担任・教科担任と連携して、共通理解
し、どの段階でどのように年間計画に組み込み、実施され
ているのか、お伺いします。

 【細木】まず、年度初めの職員会議で全教職員が共通理解
していくために、給食の準備から片付け、給食運営など具
体的なことにも関わらせながら、「 食に関する全体計画 」
はこういうことだと、管理職がしっかり全教職員に説明
していくことが重要です。
　カリキュラム・マネジメントについては、「手引」の中
で、これまでの目標が ｢食育の視点｣、食に関わる資質・
能力の育成が目標と整理され、構築しやすくなりました。

　

　当校では、「目指す子供の姿」を目標に、取組の点と点
をつないで線にし、実践を繰り返すことでカリキュラム・
マネジメントしています。保護者と地域が協力的という
特性も活かし、より当校らしい形を構築します。

※ 1　文部科学省　平成 31 年 3 月発行
　　　「食に関する指導の手引（第二次改訂版）」のポイント

・学校全体で組織的に把握し、「目指す子供の姿」を目
標にして計画を立て、全職員一体となって実施する

・年度初めの職員会議で全教職員と打ち合わせて共通
理解し、保護者・地域も巻き込み実施していく

・年度初めから全体計画を見直して栄養教諭の指導欄
で役割を明確化し、「誰が主体か」を共有して実施

・担当する 7 校に「手引」概略版を配布活用して周知

・全体計画を見直すと同時に次年
度の計画を考え、2 月に課題検
討を終えて、次年度年間計画表
を作成する

校内カリキュラム・マネジメントの構築と「教科などに
おける食に関する指導」

文部科学省「食に関する指導の手引（第二次改訂版）」第1章  第6節  P16より

資3 食育の視点

各地域の産物、食文化や食に関わる歴史等を理解し、尊重
する心をもつ。

心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事
のとり方を理解し自ら管理していく能力を身に付ける。

①食事の重要性

②心身の健康

食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解する。

③食品を選択
する能力

正しい知識・情報に基づいて、食品の品質及び安全性等に
ついて自ら判断できる能力を身に付ける。

④感謝の心 食べ物を大事にし、食料の生産等に関わる人々へ感謝する
心をもつ。

⑤社会性 食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身に付ける。

⑥食文化

文部科学省「食に関する指導の手引（第二次改訂版）」第1章  第6節  Ｐ16より

資4 食に関する指導の目標

●（知識・技能）
食事の重要性や栄養バランス、食文化等についての理解を図り、健康で
健全な食生活に関する知識や技能を身に付けるようにする。

●（学びに向かう力・人間性等）
主体的に、自他の健康な食生活を実現しようとし、食や食文化、食料の
生産等に関わる人々に対して感謝する心を育み、食事のマナーや食事を
通じた人間関係形成能力を養う。

●（思考力・判断力・表現力等）
食生活や食の選択について、正しい知識・情報に基づき、自ら管理したり
判断したりできる能力を養う。
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(A) 第 5 章第 2 節 P.223 ～ 228

 【長島】栄養教諭のお立場から、高橋先生お願いします。

 【高橋】私は中学校勤務が長かったのですが、中学校は定
期試験もあり、教科の進度が明確です。年度当初に、教科
担任と指導計画を照合して、「この単元は〇月で、栄養教
諭はこの部分に入る」という見通しが立ちます。
　学年の先生と関わることで、教科だけではなく、集会や
養護教諭の保健指導との連携を計画的に実施できます。

 【萬】全ての担当校で一定水準の｢食育｣を進めるために
月1回給食主任に集って頂き、連携を図っています。具体
的には、①年度初めに、各給食主任に「各教科等における
食に関する指導の考え方」の概要を伝え、②給食主任は
それを持ち帰って校内へ周知し、検討後の結果をフィー
ドバックします。③その結果を基に、各学校での関わり方
について協議します。栄養教諭として直接授業に参画し
たい教科については、たたき台となる指導案を提供して、
学級・教科担任と具体的な検討を進めます。一連の流れ
が周知済みなので検討がスムーズに進むとともに、担当
7校の情報や事例を共有することで、学習の充実にもつ
ながります。また、提案したものが教科の狙いから外れて
いないか必ず確認し、必要に応じて指導内容を修正でき
るように心がけています。

 【長島】「給食時間における食に関する指導」は、「生きた
教材」として栄養教諭が深く関わりますが、活用の手立
てについて、お伺いします。

 【高橋】美味しい、楽しいだけではなく「食育の推進」と
して、6つの視点の何を伝えたい献立なのか等、献立を
自分で評価するための研修を初任者研修等で実施してい
ます。例えば、1か月分の献立を一覧にし、献立と「食育
の視点」を関連付けておくと、調理員や献立委員会等で、
「この献立や組合せには意味がある」と説明でき、毎日
の一口メモ等も伝えたい部分を明確にして書くことがで
きます。野菜スープの献立時に、社会科で学習する長野
県の高原野菜について一口メモで説明した当日の試験に

「高原野菜」の問題が出て、生徒が「給食ありがとう！」
と叫んだそうです。教科と連携した献立や、献立に意味が
あることを伝える必要性を感じました。
　また、「 献立の意味 」を給食の一口メモ等の活用で、毎
日「3 分間 」伝えていくことができれば、年間約 200 日、
600 分、1 年間に 10 時間の「 食育の時間 」になることを、
給食主任や学級担任に伝えています。

 【萬】献立には必ずねらいや理由が
あります。そういった意味で「 給食時間における食に関す
る指導 」は短時間であっても、子供たちに「 理解して、考
えさせ、どんな力を身に付けさせたいか 」を明確にし、整
理した上で、指導内容を検討する必要があります。
　第 5 章の「 給食の時間における食に関する指導 」(A) の
中には、①給食から教科等の学習に発展させたり、②教
科等の学習を給食で復習・発展させたりする事例が具体
的に紹介されています。どのタイミングで、どのように内
容を指導するかで、同じ内容でも、子供の反応や理解は
違いますから、栄養教諭はポイントをしっかり把握した
上で、1 人で勝手に進めず、必ず教職員と共有した上で
進めていく必要があります。
　具体例を挙げると、小学1年の国語「サラダでげんき」
を学習する10月上旬に、「りっちゃんのサラダ」を出し
ます。ちょうど学習が深まるこの時期に給食に出すこと
で、教科としても｢食育｣としても効果的です。また、りっ
ちゃんのお母さんがサラダを食べて元気になった理由か
ら、栄養面の話まで発展し、親子料理教室に取り入れる
と、更に子供たちは一生懸命取り組みます。栄養教諭には
題材を深めて発展させ、子供たちの意欲につなげるため
の仕掛けのできる力が必要です。

「給食時間における食に関する指導」について

・中学校では教科の進度が明確なため、年間を見通し
て計画的に実施できる

・月１回給食主任と打ち合わせ、校内へ周知、指導素
案を提供して各校間で情報・事例を共有する

・提案内容が教科の狙いから外れていないか必ず確認

・毎日の献立が 6 つの「食育の視点」のどの部分を意
識するのかを考える習慣づけをし、献立を自己評価
する力を育む

〇 児童（生徒）や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に
必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと。

〇 教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと。
〇 教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を

図っていくこと。
文部科学省「食に関する指導の手引（第二次改訂版）」第1章 第4節 P.10より

資5 カリキュラム・マネジメント

・献立には必ず「栄養教諭のねら
い・理由」がある

・ポイントを把握し、必ず教職員と
共有して進める

・栄養教諭には子供をやる気にさ
せる仕掛け力も必要

画 1 メニュー：ごはん、牛乳、いわしの梅煮、豚汁、 
りっちゃんのサラダ（写真牛乳の左横） 

～小学校 1年生国語科「サラダでげんき」より～ 
（写真提供：鳥取県琴浦町立学校給食センター）
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　また、小学 5年の社会科「食料生産と自給率」の学習
前に、給食時間で地産地消の指導をします。給食の食材
はほぼ地元産で、家庭の食生活も地場産物中心と思って
いる子供たちは、日本の自給率の低さに驚き、社会科の学
習後、もし海外からの輸入が無くなるとどうなるか、農林
水産省の資料で説明すると、低い自給率の問題点につい
て更に真剣に受け止めます。「 学習内容をどのように『 食
育 』につなげるか 」も栄養教諭の大事な資質です。
 【長島】細木校長先生ご感想をお願いします。

 【細木】「食育」の指導ができる機
会は、「給食の時間」が1番と考え
ます。私が指導主事の時には、管理
職研修会で「給食と仕出し弁当で
は何が違う？」と問いかけて、「最

大の違いは、給食には『 食育の視点 』や、『 栄養教諭の想
いや願い 』がたくさん込められている、その時間を最大
限に活用しなければ勿体ない 」と説明しました。

 【長島】次に「食に関する個別的な相談指導」について、
栄養教諭としてどう関わっていくか、お願いします。

 【高橋】個別相談の取組姿勢として、「自分の身体のこと
を相談できる専門職の栄養教諭が身近にいるのだという
意識づけ 」が重要です。そして、食育便りの内容や普段の
会話でも、肥満・痩身、血液検査、スポーツ栄養等につい
て、専門職の知識を周知する機会にしたいですね。相談
できる専門職が身近に存在していることが理解されるこ
とで、運動部のスポーツ栄養指導等に関わることも可能
です。熱中症が心配な時期には、対策方法についての相
談もあります。エビデンスに基づく説明ができることは
栄養教諭にとって、必要な資質です。

 【萬】「個別的な相談指導」は、各方面と継続した連携が
必要な点で難しく感じがちですが、「手引」では、体制作
りのあり方が具体的に示されています。「手引」の「個別
的な相談指導の体制（例）」(B) では、取りまとめ役を保健
主事とし、栄養教諭は組織内で専門性を発揮しやすい体
制になっています。「教職員の役割（例）」(C)も参考にして、
「個別的な相談指導」を広げて頂きたいです。

(B) 第 6 章第 2 節 P.236 図 1
(C) 第 6 章第 2 節 P.237 表 1

(D) 第 6 章第 5 節 P.247 ～ 248

　それから第 6章の第 5節に、新たに「食行動に問題を
抱える児童生徒」(D) が盛り込まれました。発達障害やそ
の疑いのある児童生徒は食の問題がある場合が多いです
が、「 手引」では特別支援学校の記述が充実しており、指
導の参考になります。卒業後も支援が継続するよう、栄
養教諭は行政の栄養士等と連携し、地域の関係機関とつ
ながりを作っておくことも重要です。

 【長島】学校の取組を家庭や地域にどうつなぐか、子供が
学校で学んだ知識を力に変えるためには、家庭で機能さ
せなければならず、家庭との連携は重要です。

 【細木】当校はもともと地域の協力を得ることができるの
で、生活習慣や食習慣は比較的良いと思います。家庭に
は給食便り、食育便り、保健便りなどで学校の取組や成果文部科学省「食に関する指導の手引（第二次改訂版）」第1章　第6節　Ｐ20図5より

図2　食に関する指導の内容

教科等における食に関する指導

給食の時間における食に関する指導

個別的な相談指導

食に関する指導

「食に関する個別的な相談指導」について

｢食の指導｣を家庭・地域につないで、機能させるために

・身体のことを相談できる専門職の栄養教諭が身近に
いることを意識づけしたい

・エビデンスに基づいて説明できることが重要な資質

・「手引」は、食生活に問題を抱える児童生徒や特別
支援学校などについての記述も充実している

・給食には「栄養教諭の想いや願
い」がたくさん込められている

・栄養教諭の行う｢食の指導｣ のサポート事例の掲載

・多彩な連絡便り、試食会、給食参観などでつなげている

図3　個別的な相談指導の体制（例）

文部科学省「食に関する指導の手引（第二次改訂版）」第6章　第2節　P.236より

管理職

個別相談指導委員会等での
報告、提案、協議、助言

保健主事

指導計画の作成、見直し

個別的な相談指導

指導後の評価

（指示・報告）

必要に応じて
SC、SSW

その他の教職員

体育主任
（部活動担当）

給食室
給食センター職員

栄養教諭

養護教諭

学級担任

保護者

個別的な

児童生徒

相談指導

（相談・指導助言）

主治医

※SC：スクールカウンセラー、SSW：スクールソーシャルワーカー

<地域の関係機関>
市町村の関係部署
健康センター
保健所 等

（報告・指導助言）

教育委員会

（連携・地域活動）

学校医

（相談・指導助言）

専門医

資6 教職員の役割（例）

文部科学省「食に関する指導の手引（第二次改訂版）」第6章 第2節 P.237より

・指導体制の整備と指導方針の決定、指導状況の把握

・該当児童生徒及び保護者への対応

保健主事 ・個別相談指導委員会等の企画・運営・総括

・日々の学校生活における児童生徒の実態把握

・給食の時間における児童生徒の実態把握と指導

・個別的な相談指導が必要だと思われる児童生徒の抽出、選定

・個別相談指導委員会等における報告、提案

・保護者との連絡調整

・給食の時間や授業等における児童生徒の観察、実態把握、変化の確認

・学級担任や養護教諭と連携した食に関する課題を有する児童生徒の把握

・個別的な相談指導が必要な児童生徒の抽出、選定

・個別相談指導委員会等における報告、提案

・計画に沿った個別的な相談指導の実施（必要に応じて保護者を含む）

・個別に対応した学校給食のマネジメント

・健康診断結果や健康カードから健康問題のある児童生徒の把握

・成長曲線を活用し、栄養教諭と連携して児童生徒の発育を評価

・保健室利用状況から児童生徒の生活習慣や運動状況を把握

・児童生徒の健康問題について学級担任や栄養教諭と情報共有

・個別相談指導委員会等における報告、提案

・栄養教諭が行う個別的な相談指導への協力、助言

・児童生徒への運動に関する指導

・運動に関して健康問題のある児童生徒について、栄養教諭や養護教諭と情報共有

校長、教頭
（副校長）

学級担任

栄養教諭

養護教諭

体育主任
（部活動担当）
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等を発信して課題を投げかけ、給食を理解して頂くため
に、試食会や学習参観時に給食参観も実施し、「学校の食
に関する取組」を家庭にもつなげています。
　また、家庭を巻き込むことでは、「早寝早起き朝ごはん」
の啓発を行い、家庭での子供たちの様子を学校に返して
もらっています。

 【萬】家庭への啓発アプローチは重要です。①当日の学習
内容を家庭に伝える学習連絡ノートや、家庭科で家族へ
のインタビューを記入するワークシートなどを活用して
います。②家庭の食生活に大きく関わる朝食などは、参観
日に保護者と共に学習して、一緒に家庭に持ち帰るのも
効果があります。③保護者会では、事前に困っていること
を担任に集約してもらい、それに基づいた簡単なQ＆A
の資料をあらかじめ用意して配布します。④地域との連
携では、地域の方の想いと学校をつなげるよう心がけて
います。昨年、5年の総合的な学習の時間「地域の良さを
発見する観光ツアー」で、子供たちが特産品満載の昼食
を考えて作り、地域の方をもてなしました。メニューを考
える中で、「地域の旬の食材」や「漁協に訊けば協力して
もらえるかも」とヒントを出し、地域と子供たちがつなが
る機会を意識して作りました。

 【長島】さてこれまでは、現場の貴重な実践事例を伺って
きましたが、調査官、感想・ご意見などお伺いします。

 【齊藤】栄養教諭のコーディネートによる取組や、学校が
一体となって「食育」に取り組む実践事例を伺って、大変
嬉しく思います。
　平成28年度に「栄養教諭を中核としたこれからの学校
の食育」※2（以下「ＰＤＣＡの冊子」）を作成しました。「栄
養教諭に求められている役割」、「栄養教諭を中心とした
食育推進体制」の認識を深めることが必要です。
　また、｢ 食に関する指導の全体計画 ｣、地域・家庭との
連携等、学校の｢ 食育 ｣ において栄養教諭のコーディネー
ト力はたいへん重要です。栄養教諭にはコーディネート
力をつけて頂き、教職員に、「 食育が必要 」と理解される
ように、取り組んで頂きたいと思います。

※ 2　文部科学省　平成 29 年 3 月発行
　　   栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育
　　   ～チーム学校で取り組む食育推進のＰＤＣＡ～

※ 3　文部科学省 学習指導要領のくわしい内容
※ 4　第 3 次食育推進基本計画
(E) 第 1 章第 4 節 P.8　　(F) 第 1 章第 6 節 P.16

 【清久】細木校長先生の「まず目指す子供像を全員で共有
し、子供の実態と目標をしっかり捉えていること」はとて
も大切です。それから高橋先生の「エビデンスに基づいて
説明する」も良いと思いました。物事を納得して取り組
んでもらうには、専門職である栄養教諭がエビデンスに
基づいて説明することが大事です。萬先生は教科等と学
校給食を関連付けて指導している事例で、この場合、立
案の段階で教育課程を意識しながら、授業をする担任の
意図を踏まえて、関連した給食を出す時期を考えること
が重要だと感じました。

 【長島】それでは、来年度に小学校で新学習指導要領※3

がスタートするのに合わせて、今回の「手引」作成の趣旨
や背景・経緯・ポイント、更にどのような想い・ねらいが
込められているかについて、文科省のお立場からお伺い
します。現在、第3次食育推進基本計画※4の成果を、評価・
検証の段階でもあり、第4次食育推進基本計画の策定に
移るところですが。

 【清久】学習指導要領には、「これからの社会が、どんなに
変化して予測困難になっても、自ら課題を見付け、自ら学
び、自ら考え、判断して行動し、それぞれに思い描く幸せ
を実現してほしい 」という願いが込められています。

　そのことを踏まえて「手引」の中に、食に関する必要な
資質・能力(E)を「食に関する指導の目標」として3つの柱(F)

で示し、学習の指針となる学習指導要領に基づいて、「食
に関する指導」を行うと、明記しました。また、第一次改
訂版の「手引」を引き継ぐにあたって、3つの柱で整理し
た資質・能力を基盤としながら「食に関する指導」を行い
やすいように、今まで6つの目標としていたものを、「食
育の視点」として再設定しました。

※ 3 ※ 4

・家庭・地域に学校の取組や話題がつながるように、
様々な仕掛けや共同体験などを考えて工夫している

・栄養教諭が架け橋となって地域とつなげる

・保護者が子供と一緒に参加する機会を作る
・現状や課題をデータで把握し、子供・家庭・学校が共有する
・学校と家庭との双方向での情報交換を図る
・地域の生産者や食に関わる人々と子供が交流する機会を作る
・学校種を超えた連携や地域の様々な世代との交流を図る

資7 学校と家庭や地域等との連携を推進していく上で
有効な活動や実効性を高めるポイント

文部科学省 つながる食育の推進に向けて(平成30年3月)より

資8「食に関する指導の手引」改訂の目的
・学習指導要領等の改訂を踏まえる

・上記2点に基づきこれからの学校における食育の一層の推進を図る

・社会の大きな変化に伴う子供の食を取り巻く状況の変化に対応する

現場からの実践内容を聞いて、感じること・考えること
・「食育の必要性」を教職員が理解することが大切
・栄養教諭は、コーディネート力をつけてほしい

・「目指す子供像を共有」「エビデンスに基づく説明」
 「教科等と学校給食をつなぐ実践例」どれも重要項目

新しい「手引」作成の「趣旨・背景・経緯・ポイント」
および「込められた想い・ねらい」について

「手引」を作成した文科省の立場としての説明

・新しい｢食に関する指導の手引」
に ｢ 食に関する指導の目標 ｣ を
3 つの柱で整理して明記

・これまでの 6 つの目標を ｢食育
の視点｣ として再設定

・評価すること自体を目的とするの
ではなく、改善を目的としての評価
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(G) 第 7 章第 2 節 P.256 ～ 257
(H）第 1 章第 6 節 P.20 図 5
( I ) 第 3 章第 3 節 P.42 ～ 49、P62 ～ 73

　各学校においては、目標を設定する際に、実態把握が
大切になります。それを学校の「食に関する指導の目標」
に反映していないと、組織として ｢食育｣ を推進するこ
とは難しくなるのです。実態把握から目標設定をしてい
けば、学校全体が同じ方向を向いて動き始めます。また
前年度中にＰＤＣＡのＣ（ 評価：Check）とＡ（ 改善：
Act）を実施し、次年度につなげていくことも大切です。
全体計画を作成する最初の段階から、評価指標 (G) を意識
して成果指標（ アウトカム ）・活動指標（ アウトプット ）
を設定することで、「 評価をすることが目的でなく改善
につなげていくためである 」と、理解することにつなが
ります。
・3 体系で示された実践ではコーディネート力が重要
・家庭・地域との連携、改善を行うための評価、教科

等横断的な視点が必要
　実践については、「教科等における食に関する指導」、
「給食時間における食に関する指導」、「個別的な相談指
導」の3つの体系 (H) で示し、栄養教諭の役割について記
載していますが、特に「 教科等における食に関する指導 」
では、栄養教諭が、コーディネーター役として計画の段
階から授業にも関わり、どのタイミングで学校給食を教
材として示すのかなど、給食を教材として活用すること
が重要です。
　今回、「学校・家庭・地域が連携した食育の推進」が重
要であると意識して頂くために、第5章から第 2章に移
動するとともに、家庭・地域との連携についても今まで同
様全体計画に位置付けるよう例示しています。

　
　もう 1 点重要なことは、教科等横断的な視点で全体計
画を作成することです。全体計画を今回、①と②の 2 枚
にして例示 (I) しました。全体計画②を、教科等横断的な
視点で組み立てる時に、学年を超えて見て頂きたいの
で、学年別にせず、一緒に記載しています。社会科を例に
すると、「3年生の社会科で学習したことが5年生にもつ
ながり、関連がある」と認識して頂きたい、また、総合的
な学習と特別活動の時間、給食の時間にも関連している
ということが分かるようにして頂きたい、という願いが
あって1枚にまとめた経緯があります。

「給食の時間」と「個別的な相談指導」について
 【長島】「給食の時間」と「個別的な相談指導」における「食

 【齊藤】｢食に関する指導の全体計画｣の中に「給食の時間」
や学校給食の関連事項も示しました。教職員全員が共通
理解して進めていく必要があり、学校給食についても全
体計画に記載しています。栄養教諭が中核となり教職員
全員で「 食育 」を推進することが大切です。

　「 給食の時間における食に関する指導 」(J) は、学級担任
や管理職など全教職員を対象に記載しています。給食の
栄養管理は、栄養教諭や学級担任に求められる役割を示
しています。衛生管理については、学校給食衛生管理基
準に沿った「学校における衛生管理の在り方」について
説明しています。
　又、「給食の時間に行われる食に関する指導」を、｢給
食指導」(K) と ｢給食の時間における食に関する指導」(L)
に分けて記載し、具体的な事例を示しています。給食指導
については市区町村や学校でマニュアルなどを作成し、
学校全体で系統立てた指導ができるよう、例を示しなが
ら記載しています。

　そして、「給食の時間における食に関する指導」ですが、
「献立を教材とした給食の時間における指導」と、「教科
等と連携した給食の時間における指導」とに分けて示し
ています。また、新たに「給食を教材とした教科等におけ
る食に関する指導」についても記載し、「教科等の導入場
面での活用」、「教科等の振り返り場面での活用」、「教科
等での学習を深める場面での活用」の事例を示していま
す。｢ 食に関する指導の全体計画 ｣ を献立計画に反映さ
せ、学校給食を教材として活用できるようにすることも
大切です。

　更に「 学校給食におけるリスクマネジメント」(N) では、
学級担任等の視点で、未然防止のポイントと発生時対応
の留意点を示しています。全教職員に確認して頂きたい
内容となっています。

（J）第 5 章 P.218 ～ 233     
（K）第 5 章第 2 節 P.223
（L）第 5 章第 2 節 P.224 ～ 228　

(M) 第 5 章第 2 節 P.223 ～ 228
(N) 第 5 章第 3 節 P.229 ～ 233

に関する指導」について、齊藤調査官お願いします。

・「手引」では「給食の時間における食に関する指導」
を「献立を教材とした給食の時間における指導」・「教
科等と連携した給食の時間における指導」に分けて
記載 (M)

・｢個別的な相談指導｣ については「児童生徒の栄養
の指導及び管理をつかさどる」栄養教諭が栄養学等
の専門知識に基づき中心となって取り組む

・学校として、食に関する指導の基本的な在り方を示したもの。
・学校教育目標や各学校で定める食に関する指導の目標及び内容、
指導体制、評価などの基本的な事柄を概括的・構造的に示したもの。

＜全体計画①＞
全体計画①と全体計画②を作成する

・1年間の流れの中に内容を位置付けて示したもの。
・年間を通しての指導の計画を簡潔に示したもの。

資9 「食に関する指導に係る全体計画」の作成の必要性と手順・内容

＜全体計画②＞

・「手引」では「給食の時間」を全体計画に記載し、全
教職員が共通理解できるように整理

・教職員全員で「食育」に取り組み、栄養教諭が中核と
なって推進していく

・学校給食の栄養管理・衛生管理は、全教職員に読ん
で理解して頂く内容として作成した

・学級担任等の視点で「リスクマネジメント」を記載
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　「 個別的な相談指導 」(O) は、授業や学級活動の中など
全体での指導では解決できない健康に関係した個別性の
高い課題について改善を促すために実施し、組織的に取
り組むことが重要です。①栄養教諭が栄養学等の専門知
識に基づき中心になって取り組む、②栄養教諭が食に関
する高い知識やスキルをもってすすめるということも記
載されています。栄養教諭は、管理栄養士・栄養士の資格
を有した唯一の教師であり、｢ 個別的な相談指導 ｣ を主体
的かつ効果的にすすめる役割を担うことが期待されてい
ます。
　更に「個別的な相談指導」の具体的な指導方法につい
ては、課題ごとに要点・留意点などを記載しています。例
えば、偏食のある児童生徒については、「偏食とは」「偏
食に対する個別的な相談指導の要点・留意点」を示して
います。
　「個別的な相談指導」の評価についても、成果指標と活
動指標に分けて評価を行い、「個別的な相談指導」の評価
を学校における｢食育の推進｣の評価に反映させること
が必要です。

　「法律に示されている」「手引に記載されている」から
「食に関する指導の全体計画」を作成する、食育に取り
組むだけではなく、「 食育がなぜ必要なのか、なぜ大切か 」
ということを、教職員が理解し、学校全体で食育推進し
て頂きたいと思っています。

 【長島】それでは、調査官の詳細なご説明を基に改めて学
校現場でこの「手引」をどのように位置付け、活用してい
きたいか、現場からのお話をお伺いします。

全教職員に「食育は大事で必要」と思ってもらうために
・評価数値や子供の変容により、やりがいを実感する
・「校長の役割は職員をやる気にすることだ」と痛感

 【細木】まず、「食育は大事」と思わせることが重要で、当
校のように栄養教諭がいない学校は養護教諭や体育部会
をうまく使って、働きかけていきます。そしてやはり評価
が大事で、数値や子供の変容した様子が出れば、教職員
にとっては大きな喜びとなりますから、「こんな手立てで
こんなに変わった 」と実感させたいです。それには全体
計画と、学習指導要領改訂で教科書も新しく変わり、単元
の配列表を2学期に行いますから、説明を伺いながら「こ
んな良い資料がある」という形で進められると思いまし
た。先生方をその気にさせることが自分の役割だと改め
て痛感しています。

 【高橋】研修会では必ず「手引」の持参をお願いします。「手
引」の冒頭 (P) に国の食育計画や学校で ｢食育｣を推進す
る背景が書かれており、幅広く多くの方に説明していま
す。給食主任等の研修会では、P229 ～ 233を基に場面
を想起したリスクマネジメントについてグループワーク
を実施する等、「手引」の充実した内容を周知して頂くた
めに、全教職員が活用できるための手立てを工夫してい
ます。

 【長島】今回の改訂のポイントとして「栄養教諭の役割の
明確化」があり、「食の指導」の内容を、「教科等の時間」「給
食の時間」「個別的な相談指導」の三体系化の各場面にお
いて、指導の内容と「栄養教諭の役割」が明確に記載され
ています。現場における専門職の栄養教諭のこの三体系
への関わりの中で、「手引」をどのように有効に活用して
いくかについてお伺いします。

 【清久】「教科等の時間における食に関する指導」とあり
ますが、この時間は授業を主に行うのは担任です。栄養
教諭が TT として入る場合、担任との連携が非常に重要
です。コーディネーターとしての役割を十分発揮しなが
ら、この授業に何が必要かをよく見極めてつなぐことが
大事です。
　第 4章「教科等の時間における食に関する指導」と第
5章「給食の時間における食に関する指導」は別々に書い
ていますが、全体計画②の中で関連付けながら明記する
ことを求めています。繰り返しいろいろな場面で学習す
ることで、子供たちの知識・技能だけではなく、考えて判
断する・表現するなどの機会が増え、求められている資
質・能力が身に付いていきます。

　第 6 章「 個別的な相談指導 」では、栄養教諭は専門家
であるという意識をもって、前に出ることが大事です。多
方面から意見を聴き、実態把握をして、栄養教諭が最終
の指導方針を決めます。個別指導は長いスパンで専門性
を発揮して、栄養教諭が全体をコーディネートしながら
行います。

 【長島】栄養教諭の関わり方で教科の学習のねらいが変
わってしまうことがあると思いますが。

 (O) 第 7 章第 2 節 P.254 ～ 257 (P) 第 1 章第 2 節～第 4 節

・充実した内容の「手引」の活用が進むように、発信の
仕方や、全教職員が活用するための手立ての工夫

・「食育がなぜ必要か、大切か」ということを教職員
が理解し、取り組み、推進してほしい　

「手引」に込められた内容説明を基に、今後どの
ように位置付け、現場で活用し、進めていきたいか

「手引」の中の三体系各場面における「栄養教諭の役
割の明確化」と栄養教諭の関わり方や心構えについて

・主に授業を行う担任を支えて、連携することが重要
・｢食に関する指導｣ の内容を関連付けながら、全体計

画に明記

・「個別的な相談指導」において栄養教諭の専門性を発揮

各教科等の授業における「食に関する指導」について
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 【齊藤】「教科等における食に関す
る指導」では、栄養教諭は教科等
の目標や特徴を理解することが大

切です。第 4章の「各教科等における食に関する指導の
展開」の中では、教科等の目標や特徴についても記載し
ております。教科等の目標や内容を身に付けさせ、目標が
よりよく達成されることを第一義的に考え、その実現の
過程に｢ 食育の視点 ｣ を位置付けることが重要です。
　学級担任には、｢ 食育の視点 ｣ の位置付け方や栄養教諭
の関わり方を理解して頂きたいと思います。

　教科を指導するのは学級担任・教科担任であり、「 給食
の時間の指導 」も主に学級担任が行います。その上で、栄
養教諭がどのように関わるかが重要です。
　栄養教諭は、各教室に出向いたり、資料提供したりし、
学級担任と連携しながら、具体的かつ実践的な指導にな
るよう配慮が必要です。

 【清久】「手引」では第 4 章「 各教科等における食に関す
る指導の展開 」の事例に＊印をつけて、栄養教諭の指導
上の留意点を書いています。この部分では、栄養教諭に
しかできないことを示したかったので、度々書き直しま
した。栄養教諭だからこそできる内容であることが大事
だからです。このことを担任がよく理解していることが
重要で、担任が栄養教諭に「ここで入って下さい、それは
こういう役割です」と明確に伝えるために、しっかり「手
引」を読み込んで頂きたいです。栄養教諭だけが出過ぎ
たり、担任が引いてお任せにならないよう、役割分担を事
前に行っておくことが、とても大事です。

 【長島】栄養教諭の具体的な関わり方が示されている事が
よく分かりました。これを踏まえて、今後どのように学校
現場・栄養教諭に広めていくか、お願いします。

改訂「手引」の普及と、活用の拡大を目指して
・学校訪問時に、学校長や研究主任に内容を説明し、

 「食育」の評価方法について提案する
 【高橋】「 手引」は栄養教諭だけではなく、教職員と共有
するものということも含め、学校訪問時に校長先生や研
究主任に「手引」の該当箇所を示しながら、カリキュラム・
マネジメント (Q) の中で教科とつなげて学校全体で計画す
る必要性や栄養教諭の関わり、｢食育｣を学校評価に位置
付ける意味についても提案しています。

・独りで抱え込まず、適格な人に託して継承も図る
 【萬】｢食育｣の推進は、適切に役割分担することが大切
です。しっかり組織に落とし込めば、栄養教諭が代わって
も、毎年見直しを図りながら学校での推進体制が継続し
ていきます。栄養教諭が独りで抱え込んで頑張るだけが
全てではないと学びました。「手引」は栄養教諭としてす
べきことが示された有意義な教本です。

今後現場に期待することと、「手引」の活用方法
 【長島】「食の指導推進」にあたって、今後現場に期待さ
れることを「手引」の活用方法も含めてお話し下さい。
・「つなげていく栄養教諭」、「独りで頑張らず全職員

と力を合わせて取り組む栄養教諭」になってほしい
・栄養教諭から積極的に発信してほしい

 【清久】今後に向けて期待することは2点あって、1点目
は、「 つなげていく栄養教諭 」になってほしい、即ちコー
ディネーターとしての意識をもって、様々なところをつ
なげていくということです。2点目は、「一人の百歩より、
百人の一歩」を意識してほしいということです。栄養教
諭一人で進むのではなくて、学校の職員全員が力を合わ
せて、チームとなって取り組むことが子供たちの心身の
健康につながると思うので、この2点について、ぜひ心
がけて頂きたいと思っています。
 【齊藤】栄養教諭が職員会議等で紹介するなど、積極的に
発信して頂きたいと思います。

 【長島】では、｢学校における食育｣の推進により、子供た
ちにどのような力が付くのか、「食に関する指導」および
学校における｢食育｣充実のための評価の考え方を、お伺
いします。

(Q) 第 1 章第 4 節 P.10

改訂「手引」を基に、これからの実践をどうするか

学校における「食育推進の評価」について

・「教科等における食に関する指導」には「栄養教諭
にしかできない授業内容や留意点」を詳細に記載

・教科等の目標・特徴を理解する
ことが重要

・｢食育の視点｣、栄養教諭の関わ
り方を記載

｢食に関する指導｣ の評価における考え方
・成果指標と活動指標を総合的に評価
・評価内容を｢食育の改善｣ につなげることが最も重要

・学級担任と栄養教諭の連携が重要

栄養教諭の関わり

給食の時間における食に関する指導への栄養教諭の関わり

る
け
お
に
間
時
の
食
給

画
計
導
指
る
す
関
に
食 日々の指導（年間約190日）

　～学級担任が行う～
【給食指導】

、い洗手、で中の導指の連一のでまけ付片らか備準＊
配膳、食器の並べ方、食事マナーなどを習得

【食に関する指導】
　＊献立で産地や栄養について指導
　＊教科で学習したことの確認 容

変
動
行
の
供
子

計画への助言 子供の状況確認直接的な指導、資料提供等

図4 食に関する指導 給食の時間の指導

文部科学省 「栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育」P10より
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 【清久】成果指標と活動指標を総合的に評価 (R) して、「食育」
を推進するために行った活動だけではなく、「 子供がどの
様に変容したのか 」を成果としてみることが大事です。
そのために、目標設定の段階から成果指標と活動指標の
両方を児童生徒の実態に応じて設定していくことが求め
られます。
　目標を設定し、それに基づいて成果指標を立てたら、目
標や指標に関連のある活動をすることが必要です。1つ
の評価指標に対して複数の活動を行い、どういう事柄が
良かったか、その活動の評価を行うことができます。そし
て、活動を終えた後に、成果指標と活動指標でしっかり
評価して、その評価内容を次年度の｢ 食育の改善 ｣ につな
げていくことが 1 番重要です。

 【齊藤】児童生徒の実態などから、成果指標と活動指標を
設定し、取り組んだ結果を評価することが大切です。

　｢ＰＤＣＡの冊子｣の中で、給食管理についても「学校
の食育」に位置付けており、評価項目例も示しています。
 【長島】細木校長先生、学校内で「食育」の評価はどのよ
うに位置付けられているのでしょうか。

 【細木】大きくは学校評価があり、当校では「食育」の評
価が、体育の中の評価項目の1つになっています。評価
するために、たくさんの活動があります。例えば、学期ご
とに1回ずつあるパワーアップ週間で、子供の成果指標
がどう変わっていったか、取組としてどうだったか、と評
価して常に改善を繰り返しながら、1番大きな学校評価
の部分につなげています。

(R) 第 7 章第 1 節 P.252

 【長島】「食育」を学校で中核となって担う視点に立って、
「子供たちの実態や実践を踏まえての評価」と「自分が
行ったことに対する評価」もあると思うのですが。

 【齊藤】衛生管理は「学校給食衛生管理基準」を踏まえた
衛生管理がなされているか評価する必要があり、「職種
に応じて評価可能な項目を評価する」と記載し項目例を
示しています。なお、評価は学校で共有することが必要
です。

 【萬】「食育の評価」は、栄養教諭自身もしっかり学校内
で共有して実施する事が必要です。学校の健康教育部会
で行った「食育の評価」では、「 頑張った 」「 意欲が出た」
など情緒的な内容で評価が難しかったため、「 評価を意識
した目標 」にして、初めて前進できました。
　全体計画も成果指標と活動指標を意識して組み立て、
実際見直しにつながる視点で、具体的に進めていきます。
 【長島】そのような評価から学校の中の課題が見えてきま
すが、次年度に向けて学校組織の中でどのような手立て
が考えられるでしょうか。
・評価した結果とその理由を分析し、次年度の計画に
取り入れて、改善につなげる

 【 細木 】評価した結果を分析しなくてはいけません。子
供たちからのアンケートだけで上がった下がったではな
く、その理由等をクロス集計して分析することが重要で
す。それが健康部会や体育部会だと思います。また、結果
分析から仮説をもって次年度の計画を立て、実施するこ
とが必要です。それを再び評価・分析すれば、その原因や
改善策がより明確になり、次年度の計画につながると思
います。そのことを踏まえて、4 月からスタートすれば良
いと思います。
得られた評価を次年度に活かす手立てについて

 【長島】学校・家庭・地域を巻き込んだ活動の中で様々な
評価場面がありますが、それらを次年度に活かす手立て
についてお伺いします。
・学校・家庭・地域の人が集まる場で年度末の振り返り
や次年度の目標設定などを話し合い、連携につなぐ

 【萬】学校、家庭、地域の方が話し合える学校保健委員会
を有効に活用し、年度末に取組を振り返る時に、次年度の
目標を設定する学校が増えています。その際、栄養教諭
は食に関する振り返りや評価のための資料を事前に提供
したり、担当の教職員と打ち合わせをして、会の内容の充
実を図ることができます。また、保護者の代表が会の内容
を地域の子供会に持ち帰られる時に資料を渡し、その縁
で、食育講演の依頼も来ます。このように、学校保健委員
会は、家庭・地域との連携のきっかけを作る場として、積

食育の成果と課題の把握

活動指標（アウトプット）成果指標（アウトカム）

活動指標（アウトプット）
の評価項目例などを活用
（249ページ）

成果指標（アウトカム）
の評価項目例などを活用
（247ページ）

○食に関する知識

○食に関する意識

○食習慣

○生活習慣

○肥満・痩身

○地産地消・国産食材活

用

○食に関する指導

・給食の時間

・教科等

・個別的な相談指導

○給食管理

・栄養管理

・衛生管理

食育の評価

（254ページ） （256ページ）

　等 　等

資10 評価の基本的な考え方

文部科学省「食に関する指導の手引（第二次改訂版）」
第7章　第1節　P252図より

・実態から設定した成果指標と活動指標に対して取り
組んだ結果を評価する

・評価目標は情緒的なものではなく｢評価を意識した｣
目標にする

・衛生管理などは職種に応じて評価可能な項目を評価
する

・給食管理も「学校の食育」として評価の事例を掲載

・活動を評価して改善しながら、学校評価につなげる
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極的に活用していくべきだと思います。

実践段階で、教師はそれぞれの子供の変容を見取
り、評価で活かしていく

 【長島】「手引」の中に、「実践段階で、教師はそれぞれの
子供の変容を見取り、評価で活かしていく」(S) とありま
すが、具体的にご説明下さい。
・評価する際には、目標に沿って子供の様子を観察す
ることが重要

 【清久】学校で評価するに当たって、分析は非常に大事で
す。結果がどこに起因しているのかを分析する必要があ
ります。その分析をするために、普段の子供の見取りが重
要になります。「 変容を見取る 」時に、「 目標に沿って子
供の様子を見る」ということです。数値は量的な評価で、
子供の変容を見取ることは質的な評価であり、その質的
評価を加えて評価することが大事です。実際には、子供
の行動の様子だけではなくて、子供の書く文章の内容や
友達同士で話している内容、家庭でどんな反応があった
かなど、そういう事柄の質的評価と量的評価を併せて評
価することで分析ができ、次につながっていきます。

 【長島】これまで多方面からの評価についてたくさんの事
例を挙げて頂きながら、伺ってまいりました。
　ではこの辺で、本日これまで話し合った多くのことを
振り返りながら、学校における「食育」の必要性と意義、
期待される成果と課題など、多くの視点から意見交換を
行って頂きたいと思います。
・栄養教諭は専門性を十分発揮し取り組んでほしい

 【齊藤】生きる上で「食」は身体を作る基本となります。「す
こやかな心身を育むために栄養バランスのとれた食事を

摂る」ことが大切です。栄養教諭は、重要な職責を担って
おり、「 食 」や「 栄養 」に関する専門性を十分発揮し、今
後も誇りをもって、取り組んで頂きたいと思っています。
・生きるために大切な「問題発見・解決能力」と「情報
活用能力」を「食育」を通してしっかり学んでほしい

 【清久】新しい学習指導要領に書かれていることの中で注
目する点が2つあります。1つ目は「問題発見・解決能力」
です。問題解決のために、感謝の心や、社会性等を包括し
て、身に付けた人間性を十分に活かしながら、最終的に問
題を解決していきます。2つ目は「情報活用能力」です。
自分の食を選択する能力につながります。このように「問
題発見・解決能力」も「 情報活用能力」も、今後生きる上
でとても大事な能力ですから、この 2 つの力を、「 食育 」
を通してしっかり学んで頂きたいです。
・「食育推進」によって、強く生きるために必要な「非
認知能力」を育み、「生きる力」を身に付けてほしい

 【細木】これから予測困難な時代を生き抜くためには、学
力だけではない「非認知能力」と呼ばれる、粘り強さ・自
己効力感・協調性・自制心・感謝する心などの能力が必要
で、「朝食をしっかり食べること」も、「非認知能力」を育
てる事につながると言われています。
　私は、学校での「 食育 」がさらに推進されることによっ
て、子供たちの「 生きる力」を身に付けるためにたいへん
重要となる「 非認知能力」が育まれ、心身ともに健やかな
大人に成長していくことを心から願っています。
・「次世代の親への教育」また「食の意識」を育むため
に学校教育の現場に深く落とし込み、取り組みたい

 【高橋】健康教育の研究授業の中で「食育」を実践する学
校が増える中、研究授業のための研究ではなく、これを、
次年度へつなげる手立てが「手引」だと思います。学校教
育として「 食育 」を位置付けることで、将来の心身の健康
につながる大切な「 食の意識 」が育まれます。「 手引 」に
は「 次世代の親への教育 」についても書かれており、その
ためにも、学校における「 食に関する指導 」の重要性を更
に学校現場に深く落とし込み、理解されるようにつなげ
ていきたいと思っています。
・給食を通して学んだ「食育」の授業は、「子供の一
生涯にわたって記憶に残る力」をもつ教育だ！

 【萬】指導を受けた子供たちが教職員や保護者になり、「こ
んな給食を食べた、学習をした」と話してくれます。他の
教科学習に比べて、より鮮明に記憶に残り、今の食生活
にも活きている「 食育 」は、すごい力のある教育です。私
自身、関わった子供たちが大人になった姿を見て、これま
で取り組んだことを評価する時期にきているのではない
かと思っています。

(S) 第 1 章第 6 節 P.24

「学校における食育の必要性と意義」および
「期待される成果」について

画 2　地場産物使用の「手作り琴浦まんきつランチ」で
地域の方をおもてなし～小学 5 年総合的な学習の時間～

（写真提供：鳥取県琴浦町立浦安小学校より）
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・栄養教諭は1校に1人、必ずいてほしいと痛感
 【細木】本日栄養教諭の皆さんが子供たちの健康な心と身
体のために、又、将来に亘って子供たちが生きる力を育む
ために「食育」の核となってコーディネートされていると
いうことを改めて伺って、やはり 1 校に 1 人必ず栄養教
諭がいてほしいと、心から痛感しました。
 【長島】本日は、第二次改訂版「食に関する指導の手引」
が目指すものを共有し、具体的な「食育の推進」に向けて
それぞれの立場から、存分に語って頂きました。
　｢ 健やかに生きる力｣ の基礎を培うために、学校におけ

る「 食育 」は何より重要であることを再確認しました。そ
して、「 食育 」のもつ大きな力が社会的な難題解決の糸口
にもなり得ることを実感しました。
　今後、全ての学校において「手引」が活用され、一定水
準の「食育」が行われること、そしてその「食育」の中核
となって取り組む栄養教諭が全校に配置されて役割を果
たし、十分に力を発揮していけるような体制ができ上がっ
ていくことを切に願っております。
　長時間にわたり、ありがとうございました。（終）画 3 大きく手を挙げて地元農家の中山さんに質問

（撮影協力：埼玉県草加市立西町小学校より）

画 4　担任立﨑教諭・地元農家中山さん・今井栄養教諭・3 年1組
地元農家との現地交流の中で、食農体験による「食の指導」

（撮影協力：埼玉県草加市立西町小学校より）


